
理

由

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
航
空
運
送
及
び
複
合
運
送
に
関
す
る
規
定
の
新
設
、
危
険
物
に
つ
い
て
の
荷
送
人
の
通
知

義
務
に
関
す
る
規
定
の
新
設
、
船
舶
の
衝
突
、
海
難
救
助
、
船
舶
先
取
特
権
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行
う
と
と
も
に
、

商
法
の
表
記
を
現
代
用
語
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


